
令和５年度 介護職員初任者研修学則 

指定番号（令和５年 10月 6日付）西福第１６０３号 

 

(趣旨及び研修の種類) 

第１条 この学則は、社会福祉法人東松山市社会福祉協議会（以下「協議会」

という。）が開催する介護職員初任者研修（以下「本研修」という。）に関し、

必要な事項を定める。 

(目的) 

第２条 本研修は、福祉人材としての高い専門性を持った介護職員を養成し、

東松山市内における介護の担い手を増やすため、必要な介護及び福祉の知識、

介護技術、マナ－及び心構え等の基本的な考え方を学ぶことを目的とする。 

(実施主体) 

第３条 本研修の実施主体は、次のとおりとする。 

法人名 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 

 所在地 埼玉県東松山市松本町１－７－８ 

 代表者 会長 金子 守 

(共催) 

第４条 本研修の共催する事業所は次の各号とする。 

(1) 社会福祉法人 一心会 ふるさとの杜かみのもと 

(2) 株式会社 ライフトータルサービス 

(3) 医療法人 若葉会 介護老人保健施設 わかばの丘 

(4) 社会福祉法人 松仁会 東松山ホーム 

(研修事業の名称) 

第５条 本研修は、名称を「令和５年度介護職員初任者研修」とする。 

(研修課程及び期間) 

第６条 本研修は、８９．５時間の講義及び演習、４０．５時間の通信学習、

１時間の修了評価の全課程（計１３１時間）を通信方式で履修することとす

る。また、期間は令和５年１１月２６日から令和６年３月１０日までとする。 

（履修科目の一部免除） 

第７条 特別養護老人ホーム等の介護職員等として１年以上の実務経験を有す 

る者又は次に掲げる研修を修了している者が本研修を受講する場合、受講申 

込時に別紙の申出書を提出することにより、研修科目の履修を一部免除する 

ことができる。また、履修科目の一部免除は「埼玉県介護職員初任者研修事 

業指定要領」の別紙１８「介護職員初任者研修免除科目及び時間について」 

に基づき行うものとする。 

（1） 生活援助従事者研修（介護保険法施行規則第 22条の 23第１項に規定す 

るものをいう。） 

 



（2） 介護に関する入門的研修（「介護に関する入門的研修の実施について」 

（平成 30年３月 30日社援基発第 0330第１号厚生労働省社会・援護局福 

祉基盤課長通知）に規定するものをいう。） 

（3） 認知症介護基礎研修（「認知症介護実践者等養成研修の実施について」 

（平成 18年 3月 31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知）に規 

定するものをいう。） 

（4） 訪問介護に関する三級課程（「介護保険法施行規則の一部を改正する省 

令（平 成 24年厚生労働省令第 25号）」による改正前の介護保険法施行 

規則第 22条の 23に規定するものをいう。） 

(講義・演習室及び所在) 

第８条 本研修は、次の施設にて講義及び演習を行う。 

(1) 講 義 ひがしまつやま市総合福祉エリア及び住まいづくり体験館 

（ひがしまつやま市総合福祉エリア敷地内） 

(2) 演 習 ひがしまつやま市総合福祉エリア及び住まいづくり体験館 

      （ひがしまつやま市総合福祉エリア敷地内） 

(3) 所在地 東松山市大字松山２１８３ 

(実習施設) 

第９条 本研修は、実習を行わない。 

 (講師一覧) 

第１０条 本研修の講師は、別紙「令和５年度介護職員初任者研修 日程表」（以

下「日程表」という。）に定めるとおりとする。 

(使用テキスト) 

第１１条 本研修は、一般財団法人長寿社会開発センタ－が出版する「介護職

員初任者研修テキスト」（以下「テキスト」という。）を用いる。 

(受講資格) 

第１２条 本研修は次の(1)～(3)の理由による受講希望者を対象とし、申込時

点で(4)及び公的書類等にて本人確認が出来る者とする。 

(1) 東松山市内において介護業務に従事することが決まっている福祉関係資

格を有していない者 

(2) 東松山市内にて介護業務に従事することを希望している者 

(3) 介護業務に従事することを希望する者 

(4) 受講にあたっての留意事項 

 ①日本語を理解し、使用できること。（講義や演習、使用教材の読み書き等） 

②妊娠もしくは妊娠の可能性がある女性の受講について 

母子等の健康、保護の観点からも、原則受講できない。ただし、受講の希

望がある場合、医師の診断書及び本人の誓約書等の提出を行うこととする。

その際、万が一事故等が発生しても、協議会は一切責任を負わない。 

 



(広報及び情報開示) 

第１３条 本研修は、広報及び情報開示の方法について次のとおり行う。 

（1） 広報 

協議会ホ－ムぺ－ジに開催案内を掲載し、申込を受付けする。 

（2） 情報開示 

協議会ホ－ムぺ－ジにて情報開示する。 

（http://www.smile-shakyo.jp/） 

(受講定員) 

第１４条 受講定員は、２４名とする。 

(受講手続き) 

第１５条 申込みは、本人確認の上、ひがしまつやま市総合福祉エリア窓口で

受付ける。なお、申込の受付は先着順とし、受講定員を満たした時点で受付

を終了とする。 

 (受講料) 

第１６条 本研修の受講料については、次のとおりとする。 

（1） 受講しようとする者は、受講前に５０，０００円（税抜）を全額納入 

することとし、受講開始後の返還は行わない。ただし、会長が特別の事 

由であると認めたときはこの限りでない。 

（2） テキスト代は、実費とする。 

（3） 分割納入をする受講者については、分割回数は最大４回の均等分割と 

し、各納入期日は協議会で指定する。なお、指定期日までに、費用の納 

入が確認できない場合は、協議会は受講辞退として取扱うことができる。 

  (個人情報の取扱い) 

第１７条 受講者の個人情報については、原則として本研修の目的以外に使用

しない。修了後は修了者の名簿を長期保存するものとし、修了証の破損、亡

失等による再発行の依頼があった場合は、第２０条の規定によるものとする。 

(通信形式の実施方法) 

第１８条 通信形式については、次のとおり行う。 

(1) 学習方法 

添削課題を提出期限（別紙日程表参照）までに提出し、採点を行うもの

とする。ただし、合格基準（７０点以上）に達しない場合は、合格基準に

達するまで再提出を行う。 

(2) 評価方法 

添削課題の理解度等に応じて、講師資格要件を満たした者がＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｄの評価を行う。（Ａ：９０点以上、Ｂ：８０～８９点、Ｃ：７０～７９

点・Ｄ：６９点以下） 

(3) 個別学習、質問等への対応方法 

受講生の学習、質問については、ＦＡＸ（０４９３－２５－３３０５）に



て随時受け付け、必要に応じて、講師資格要件を満たした者による質問等

の対応を行い、回答する。 

 (研修修了の認定方法) 

第１９条 介護技術度合いの評価及び修了評価については、以下のとおり行う。 

(1) 介護技術習得度の評価 

技術評価は、当協議会が定める生活支援技術の各習得度評価項目に基づ

く評価票を用いて行うものとし、各項目「○できる、△普通、×できない」

の評価をし、全項目「△普通」以上で合格とする。合格基準に達しない場

合は、補講等を用い、合格基準に達するまで再度評価を行うこととする。 

(2) 修了評価 

全課程修了後、１時間程度の筆記試験を行い、協議会において合格基準

到達の確認を行う。 

合格基準は、筆記試験において７５点以上とする。ただし、合格基準（７

５点以上）に達しない場合は、補講等を用い、合格基準に達するまで再度

評価を行うこととする。 

なお、補講は１時間１，０００円（税抜）とし、受講料とは別に徴収す

る。 

（修了証明書の交付） 

第２０条 修了証明書は次の要件を全て満たす者に対し、研修修了後交付する。 

(1) 本研修に規定されている全課程を修了していること 

(2) 介護技術習得度の評価及び修了評価に合格していること 

(3) 本人確認書類（健康保険証、運転免許証等）の提示がなされていること 

 また、修了証明書の再交付は、所定の申請書により申請を行った者に対し

交付することとし、その際発行手数料５００円（税抜）を申請者より徴収す

る。 

 なお、再交付は、当初交付した修了証明書が破損または紛失した場合に限

り行うものとし、氏名変更等による再交付は行わない。また、当初交付した

修了証明書が発見された場合には、修了者は直ちに再交付した修了証明書を

返還するものとする。 

(補講の取り扱い) 

第２１条 本研修は、原則全時間の受講を要するが、やむを得ない事由により

研修の一部を欠席した場合は、補講を受講することが出来る。具体的には次

のとおりとする。 

なお、補講は原則１時間１，０００円（税抜）とし、受講料とは別に徴収す

る。ただし、会長が特別の事由であると認めたときはこの限りでない。 

また、補講は修了評価を除く研修総時間数の１／３の時間数を上限とし、第

６条に定める期間の開始日より１年６か月以内に実施するものとする。 

 



（1）欠席時の補講 

①  講義については、原則、翌週の講義までに講師の都合に受講生が合わ

せることとする。 

② 「こころとからだのしくみと生活支援技術」を欠席した際の補講につ

いては、講師の都合に受講生が合わせることとする。 

(2) 追試のための補講 

①  修了評価において、受講生が合格基準に到達できなかった場合、補講

等を設け、試験問題の振り返りや、重要項目の確認等を行い、再度筆記試験

を実施する。 

②  修了評価の結果が、合格基準に達成するまで補講等を継続する。また、

修了評価を実施する際、その修了評価前までの講義等について、補講等を受

けていない場合、修了評価の受験は出来ないものとする。 

（受講の取り消し） 

第２２条 以下に挙げる者については、受講を取り消すことができる。 

（1） 学習意欲が著しく欠け、欠席等補講を用いても研修修了の見込みが無い

と判断できる場合 

（2） 研修の妨害等、その他受講者としての本分に反した場合 

（3） 病気、けが等で受講が困難と判断された場合 

※(3)の受講生が、受講の継続をする場合は、医師の診断書及び本人の誓約書

等の提出を行うこととする。その際、万が一事故等が発生しても、協議会は一

切責任を負わない。 

 (受講料返金制度) 

第２３条 本研修修了後、協議会及び共催する事業所において、一定条件の下

で勤務実績があった者は、受講料の返金を行うこととする。一定条件とは各

事業所で別に定める。ただし、他の助成金等と併用する場合は、受講料を上

限とし、その差額を返金することとする。 

(1) 対象者  

東松山市社会福祉協議会及び共催する事業所に就業した者又は在籍する

者 (研修中の開催中止等についての対応) 

第２４条 研修の開催中止については、次のとおりとする。 

(1) 東松山市に暴風警報・暴風雪警報・各種特別警報が発表されている場合 

は開催中止とし、連絡等は次のとおりとする。 

① 講義開始の２時間前までに上記の警報が解除された場合は、予定通り開 

催とする。 

② 講義開始の２時間前までに上記の警報が解除されない場合は、午前中の 

講義は中止し、午後の講義を開催する。 

③ 午後の講義開始の２時間前までに上記の警報が解除されない場合には、 

当日は中止とする。  



 

※居住地域に上記各号の警報が発表されている場合、または交通機関の故障、 

道路・橋の損壊等で受講が困難と判断される場合、その旨をひがしまつや 

ま市総合福祉エリア（０４９３－２１－５５５６）に連絡すること。 

(2) 感染症などの状況により、以下の場合は開催を中止又は再検討とする。 

① 研修受講者又は講師・担当等の研修に携わる者が感染症等に罹患した 

場合は、状況に応じて開催中止又は延期等の対応を行う。ただし、開催

前であって、罹患者が他の研修受講者及び講師・担当等の研修に携わる

者との接触がない事が確認された場合は、この限りではない。 

② 国又は埼玉県より感染拡大に伴い、「緊急事態宣言」等が発令された場

合は、その内容に基づき研修開催について再検討を行う。 

③ 国又は埼玉県より感染症等の感染拡大に伴い、行事・イベント等の自 

粛要請が発出された場合は、その内容に基づき研修開催について再検討

を行う。 

④ 上記①～③以外の場合であっても、研修開催が困難な状況にある場合 

  には、事務局長（研修責任者）の判断により、開催を中止とする。 

（3） 開催を中止した場合のその後の対応については、以下のとおりとする。 

  ① 安全に受講が可能な環境・条件が整い次第研修を再開し、未履修の科

目の講義・演習を行う。 

  ② 研修期間内での再開が困難な場合は、すでに履修を終えている科目に 

ついて、履修証明書等により履修認定を行い、再開の目途が立った時 

点で事務局より受講者に対し連絡する。 

(研修中の事故等についての対応) 

第２５条 万一事故等が発生した場合は、速やかに講師、及び研修担当者に報

告し、指示を仰ぐこと。絶対に自らの勝手な判断で対応しないこと。 

(研修担当者及び連絡先) 

第２６条 本研修は次の者が担当する。 

連絡先 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 

    総務課  田島 一樹  髙荷 直美 

    電 話：０４９３－２１－５５５６ 

    ＦＡＸ：０４９３－２５－３３０５ 

(苦情相談担当者及び連絡先) 

第２７条 本研修における苦情相談については、次の者が担当する。 

連絡先 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 

    次長  澤井 太二郎    

    電 話：０４９３－２１－５５５６ 

    ＦＡＸ：０４９３－２５－３３０５ 

 



(研修責任者名及び連絡先) 

第２８条 本研修の責任者は次の者とする。 

連絡先 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 

    事務局長 奥村 一彦 

    電 話：０４９３－２３－１２５１ 

(附則)  

この学則は令和５年１０月１日から施行する。 


